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令和５年10月１日～
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18㍑当たり単価
（税抜き）
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火災事例

お知らせ料金が書いていないものは無料です。申込方法が書いていないものは電話で申し込みください。
   とあるものは市ホームページから様式をダウンロードできます。

資金不足比率（令和４年度決算）（単位：％）

特 別 会 計 の
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三 条 市 の
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早期に自主的な経営の
健全化が必要となる基準

－
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＊資金不足額がないものは－で表示

健全化判断比率（令和４年度決算）（単位：％）
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財政調整基金
　年度間の財源の不均衡の調整や、突発的な財政需要等に対応するなど、
安定的な財政運営をするための積立金。当市においては、平成20年のリー
マンショックによる地域経済への影響や平成23年度の新潟・福島豪雨災害
などの経験を踏まえ、災害等への備えとして20億円程度を将来にわたって
確保します。
実質公債費比率
　普通会計（一般会計など）の市債、借入金の償還費に加え、公営企業債
の元利償還金に対する繰出金や債務負担行為に基づく支出のうち公債費に
準ずるものなどを含めた実質的な公債費が財政に及ぼす負担を示す比率。
18％以上になると、地方債の発行に際し県知事の許可が必要となります。
経常収支比率
　財政構造の弾力性を示す比率。低いほど弾力性があることを示します。
経常的な収入と支出のバランスを見るもので、経常的な支出とは、人件費、
扶助費、公債費といった義務的経費や、施設の運営、維持管理費など、毎
年経常的に支払わなければならない支出となるものです。

　地方公共団体の財政状況を統一的な指標で明ら
かにし、財政の健全化や再生が必要な場合に迅速な
対応を取るための「地方公共団体の財政の健全化に
関する法律」に基づくもので、実質的な赤字や第三
セクターなどを含めた借入金の負担などを表す指標
です。
　４つの健全化判断比率と公営企業の資金不足比
率が基準より悪化すると、国の指導により財政の健
全化を図る必要があります。

実質赤字比率
　財政運営の深刻度を示す比率。福祉、教育などを
行う一般会計の赤字の程度を指標化したものです。
連結実質赤字比率
　市全体の財政運営の深刻度を示す比率。全ての
会計を合算して赤字の程度を指標化したものです。
将来負担比率
　将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す
比率。一般会計の借入金や将来支払う可能性のある
負担などの程度を指標化したものです。
資金不足比率
　経営状況の深刻度を示す比率。公営企業の資金
不足を料金収入の規模と比較して指標化したもので
す。

　実質公債費比率などの財政状況を表す指標は、大型建設事業の影響等により県内20市の平均値と比較すると高くなっており、
財政状況は厳しいと言えます。
　今後、実質公債費比率は横ばいとなり、その後改善していくと想定しており、中長期の財政見通しを立てた上で財政運営を行っ
てきたことにより、今後も健全化判断の基準を超えることはないと見込んでいます。
　経常収支比率は、エネルギー価格・物価高騰による影響のほか、ふるさと三条応援寄附金等により確保した財政調整基金を活
用し、教育、子育て環境の充実、道路の維持管理に係る予算の拡充等を行うことに伴い上昇すると想定しています。100億円を超
える財政調整基金残高を確保している現状においては、経常収支比率が高い状態であっても、財政運営に影響はないと考えられ
ますが、後年度の財政負担を考え、基金残高の活用については慎重に検討していきます。
　引き続き、持続可能な財政基盤を堅持するため、中長期的な視点を持った財政運営に努めていきます。

主な財政指標の見通し 健全化法に基づく指標

各指標の説明

財政状況について
情報管理課
☎34-5525マイナポイントの申し込みは９月末まで

　店頭の機械で申し込みできます。
　ところ…携帯ショップ、イオングループ、コンビニ、郵便局

手続きスポットで申し込み

・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの申請時か交付時に設定した４桁の暗証番号
・ポイントを受け取りたい決済サービスのカードやアプリ（WAONカード、コジカカード、アオカカード、
  ナナコカード、PayPayなど）
・公金受取口座の登録をする人は通帳
＊20,000円分のポイントのうち、カードの新規取得でもらえる5,000円分のポイントをもらうには、
　９月末までに決済サービスを利用した20,000円分のチャージか、買い物が必要です。

必要な物

　専用アプリで申し込み
できます。

スマホで申し込み

とき
マイナポイント申込専用会場

マイナンバーカードをまだ受け取っていない人

時間 ところ

支援窓口
申し込みの支援

市民窓口課

栄・下田各サービスセンター
中央・嵐南・三条東・本成寺・
大島・栄・下田各公民館　　 

時間
平日　　午前８時30分～午後５時30分

　 ＊火曜日は午後７時まで
日曜日　午前８時30分～午後０時30分

平日　　午前８時30分～午後５時30分

　マイナンバーカードをお持ちでまだマイナポイントの申し込みをしていない人は、早めに申し込みく
ださい。＊マイナンバーカードを令和５年２月末までに申請した人が対象です。

　マイナポイントを申し込む人は、９月22日㈮までにカードを受け取ってください。
＊受け取りには予約が必要です。インターネットでも予約できます。
　問い合わせ…市民窓口課 ☎34-5540

9月 3 日㈰
9月24日㈰ 午前10時～午後３時 三条東公民館 　

総合福祉センター
＊正午～午後１時を
　除きます。

マイナンバーカード
受取予約
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18%

財政調整基金残高

実質公債費比率

経常収支比率

※決算剰余金積立前

＊R4までは決算額、R5以降はR5予算編成時に推計したもので、エネルギー価格・
　物価高騰による影響が同様の状況のまま継続した場合を想定

三条市

県内20市平均


